
参考 根拠法令   

地方自治法 

第７章 執行機関 

第１節 通 則 

第138条の４ 普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外、法律の定めるところによ

り、委員会又は委員を置く。 

２ 普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規

則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる。 

３ 普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、

審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。ただし、政令

で定める執行機関については、この限りでない。 

 

介護保険法 

第七章 介護保険事業計画  

（市町村介護保険事業計画）  

第百十七条  市町村は、基本指針に即して、三年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給

付の円滑な実施に関する計画（以下「市町村介護保険事業計画」という。）を定めるものとする。  

２  市町村介護保険事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  

一  当該市町村が、その住民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条件、人口、交通事情その他の社

会的条件、介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案し

て定める区域ごとの当該区域における各年度の認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者

生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数その他の介護給付

等対象サービスの種類ごとの量の見込み並びにその見込量の確保のための方策  

二  各年度における地域支援事業に要する費用の額並びに地域支援事業の量の見込み及びその見込量の

確保のための方策  

三  指定居宅サービスの事業、指定地域密着型サービスの事業又は指定居宅介護支援の事業を行う者相互

間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス（介護給付に係るものに限る。）の円滑な

提供を図るための事業に関する事項  

四  指定介護予防サービスの事業、指定地域密着型介護予防サービスの事業又は指定介護予防支援の事

業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス（予防給付に係るものに限

る。）の円滑な提供及び地域支援事業の円滑な実施を図るための事業に関する事項  

五  その他介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を図るために市町村が必要と認める事項  

３  市町村介護保険事業計画は、当該市町村の区域における要介護者等の人数、要介護者等の介護給付等

対象サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案して作成されなければならない。  

４  市町村介護保険事業計画は、老人福祉法第二十条の八第一項 に規定する市町村老人福祉計画と一体

のものとして作成されなければならない。  

５  市町村介護保険事業計画は、社会福祉法第百七条 に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規

定による計画であって要介護者等の保健、医療又は福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたもの

でなければならない。  

６  市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、被保険者の意見

を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。  

７  市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見

を聴かなければならない。  

８  市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出

しなければならない。  
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